
 

旭川市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」 

 

平成２９年８月２５日策定                                     

令和２年７月３０日改定                                                   

令和５年３月２７日改定 

令和８年３月２５日改定 

旭 川 市 農 業 委 員 会 

 

第１ 基本的な考え方 

  農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号。以下「法」という。）の改正法が 

 平成 28 年４月１日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」 

 が最も重要な必須事務として、明確に位置づけられた。 

  旭川市においては、稲作を中心に畑作、野菜、果樹及び畜産等幅広い農産物が生産さ 

 れており、地域の実態に応じた取り組みを推進し、それに向けた対策の強化を図ること 

 が求められている。 

  特に、中山間や山間地域では、遊休農地の発生が懸念されていることから、その発生 

 防止・解消に努めていく一方、平地では稲作を中心とした土地利用型農業が盛んなこと 

 から、担い手への農地利用の集積・集約化を図るため、「地域計画」（農業経営基盤強化 

 促進法（昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。）第19条第１項の規定に基づ 

 き、市町村が農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的か 

 つ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地 

 図などを明確化し、公表したものをいう。）に基づいて農地中間管理事業を活用した利用 

 調整に取り組んでいく必要がある。 

  以上のような観点から、地域の強みを活かしながら、活力ある農業・農村を築くため、 

 法第７条第１項に基づき、農業委員が担当区域ごとの活動を通じて「農地等の利用の最 

 適化」が一体的に進んでいくよう、本市農業委員会の指針として、具体的な目標と推進 

 方法、目標の達成状況に対する評価方法等を以下のとおり定める。 

  なお、この指針は、基盤法第５条第１項に規定する北海道の農業経営基盤の強化の促 

 進に関する基本方針及び同法第６条第１項に規定する旭川市の農業経営基盤の強化の促 

 進に関する基本構想を踏まえた農業委員会の長期的な目標として 10 年後に目指す農地 

 の状況等を示すものであり、農業委員の改選期である３年ごとに検証・見直しを行う。 

  また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化活動の推進等につ 

 いて」（令和４年２月２日付け３経営第2584号農林水産省経営局長通知、令和４年２月 

 25 日付け３経営第 2816 号農林水産省経営局農地政策課長通知）に基づく「最適化活動 

 の目標の設定等」のとおりとする。 

 

 

 



 

第２ 具体的な目標、推進方法及び評価方法 

１ 遊休農地の発生防止・解消について 

⑴ 遊休農地の解消目標 

 管内の農地面積 

（Ａ） 

遊 休 農 地 面 積 

（Ｂ） 

遊休農地の割合 

（Ｂ/Ａ） 

現  状 

（令和８年３月） 

 

１３，７００ha 

 

０．０ha 

 

０％ 

３年後の目標 

（令和１１年３月） 

 

１３，７００ha 

 

０．０ha 

 

０％ 

目  標 

（令和１８年３月） 

 

１３，７００ha 

 

０．０ha 

 

０％ 

 

【目標設定の考え方】 

 現状で遊休農地は発生していないが、本市の農業経営体数は減少傾向にあり、今後も農

業者の高齢化や後継者不足による離農者の増加に伴い、新たな遊休農地の発生が懸念され

ているが、農地の適正化の推進という観点から、今後も遊休農地の発生防止に努めていく。 

 

⑵ 遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法 

 ア 農地の利用状況調査について 

   優良農地の確保と保全に努め、農地の有効利用対策に取り組み、遊休農地の発生防 

  止と解消対策の一層の強化を図るため、農地法第３０条の規定による農地利用状況調 

  査を実施し、遊休農地を早期発見する。 

 イ 利用意向調査について 

   利用意向調査の実施により農地所有者の意向を把握し、農地中間管理機構や他関係 

  機関と連携し、遊休農地の解消を図るよう支援する。 

 ウ 非農地判断について 

   利用状況調査によって、再生利用が困難とされた農地については、現況に応じて速 

  やかに「非農地判断」を行い、守るべき農地を明確化する。 

 

⑶ 遊休農地の発生防止・解消の評価方法 

  遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価する。 

  単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく 

 「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおり 

 とする。 

 

 

 

 



 

２ 担い手への農地利用集積・集約化について 

⑴ 担い手への農地利用集積目標 

 管内の農地面積 

（Ａ） 

集 積 面 積 

（Ｂ） 

集 積 率 

（Ｂ/Ａ） 

現  状 

（令和８年３月） 

 

１３，７００ha 

 

１１，６１８ha 

 

８４．８０％ 

３年後の目標 

（令和１１年３月） 

 

１３，７００ha 

 

１１，７４１ha 

 

８５．７０％ 

目  標 

（令和１８年３月） 

 

１３，７００ha 

 

１２，０２９ha 

 

８７．８０％ 

  

【目標設定の考え方】 

 現状の集積率は８４．８０％で、「農林水産業・地域の活力創造プラン」で２０２３年度

までの目標とされている８０％を上回り、良好な水準である。 

 遊休農地と同様に農業を取り巻く様々な課題はあるが、農地の集積率向上は地域農業の

発展に不可欠なものであることから、現状の集積率から年０．３％（集積面積では 

４１．１haに相当）の増となる８７.８０％を目標値とする。 

 

⑵ 担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法 

 ア 農地の利用最適化について 

   関係機関と連携を図り、農地中間管理事業、農業経営基盤強化促進事業、農地移動 

  適正化あっせん事業等の積極的な活用促進と、地域における農地利用集積に向けた調 

  整とあっせん活動を実施し、農地の担い手への利用集積、分散した圃場の解消などに 

  より農地の利用最適化の推進を図る。 

 イ 要望活動について 

   農業の大規模化への対応として、農作業の省力化のためＩＣＴ化推進、人材確保、 

  圃場整備のための基盤整備事業について、農業委員会法第３８条に規定する市長に対 

  する農業委員会の意見の提出等を通して要望活動を実施していく。 

 ウ 「地域計画」の見直しについて 

   １０年後の農業の在り方と農地利用の将来像を描く「地域計画」の見直しのため、 

  農業者等による協議の場を通じて、農地の出し手と受け手の意向を把握し、スムース 

  に農地の利用集積・集約化を図る。 

 エ 所有者不明農地の取扱いについて 

   農地の所有者等を確知することができない農地については、公示手続を経て農地中 

  間管理機構を通じて利用権設定できる制度を活用し、農地の有効利用に努める。 

 

⑶ 担い手への農地利用の集積・集約化の評価方法 

  担い手への農地利用の集積・集約化の進捗状況は、農地の集積率により評価する。 



 

  単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく 

 「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおり 

 とする。 

 

３ 新規参入の促進について 

⑴ 新規参入の促進目標 

 

 

新 規 参 入 者 数 

(新規参入者取得面積) 

※指針策定時からの通算 

現  状 

（令和８年３月） 

１７人 

（２６．６４ha） 

３年後の目標 

（令和１１年３月） 

２０人 

（３０．２４ha） 

目  標 

（令和１８年３月） 

２７人 

（３８．６４ha） 

 

【目標設定の考え方】 

 現状の新規参入者については１７人であるが、今後の新規参入者数はこれまでの実績か

ら毎年1人とし、２７人を目標値とする。 

 取得面積については、過去３年間の1人当たりの平均取得面積である１．２haとして算

出する。 

 

⑵ 新規参入の促進に向けた具体的な推進方法 

 ア 農地の取得等への対応について 

   新規参入希望者の農地の取得等の相談対応を行うとともに、関係機関と連携し融資 

  制度・研修制度等の情報提供を行う。 

 イ 農業経営に関する指導について 

   新規就農者が担い手として継続して営農していくため、農業経営に関し関係機関と 

  連携し、指導・支援等の経営対策を推進する。 

 ウ 青年等就農計画について 

   青年等就農計画の審査・助言等を行う。 

 

⑶ 新規参入の促進の評価方法 

  新規参入の促進の進捗状況は、新規参入者（個人、法人）の数により評価する。 

  単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく 

 「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおり 

 とする。 

 



 

第３ 「地域計画」の目標を達成するための役割 

  旭川市において作成された「地域計画」に基づき、農地を効率的かつ総合的に利用し 

 ていくため、旭川市農業委員会は次の役割を担っていく。 

  ・日常的な農地の見守りによる農地の適正利用の確認 

  ・農家への声掛け等による意向把握 

  ・「地域計画」で位置付けられた担い手への農地の利用調整やマッチング 

  ・農地中間管理事業の活用の働きかけ 

  ・「地域計画」の定期的な見直しへの協力 


